
 
 

 
 
 
 
 
 
 平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、住宅に一定の要件を満たす省エネ改修工事を

行った場合、当該家屋に係る改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額の３分の１が減額されます。 

 

 

 

〇平成２０年１月１日以前からある住宅であること。 

〇居住部分の割合が当該家屋の２分の１以上あること。 

〇平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、次の①から④までの工事のうち、①を含む工

事を行うこと。（①の工事は必須です）。 

① 窓の断熱改修工事（二重サッシ化、複層ガラス化など） 

② 床の断熱改修工事 

③ 天井の断熱改修工事 

④ 壁の断熱改修工事 

注）①から④までの改修工事により、それぞれの部位が現行の 

省エネ基準に新たに適合することが必要になります。 

〇改修工事に要した費用が 30 万円以上であること。 

※貸家の用に供する部分は減額されません。 

※新築住宅、耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度等との併用はできません。 

  ただし、バリアフリー改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。 

 

 

 

 改修工事が完了した年の翌年度分（１月１日完了の場合はその年度分）に限り、当該住宅の一戸あたり  

１２０㎡の床面積相当分まで固定資産税の３分の１が減額されます。 

 

 

 

【２３区内の住宅】 

 「固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、必要書類（住民票、熱損失防止改修工事証明書、建

築士免許証等の写し、家屋平面図等）とともに改修工事完了後３ヶ月以内に、当該住宅が所在する区にある

都税事務所へ申告してください。詳しくは２３区内の各都税事務所へお問い合わせください。 

【２３区外の住宅】 

 当該住宅が所在する市町村へお問い合わせください。 

 
減額の対象となる改修工事の内容及び熱損失防止改修工事証明書の発行についてのご質問は、 
改修工事の設計及び工事監理をした建築士等にお問い合わせください。 

省エネ改修工事をした住宅の 

固定資産税が減額されます 

～熱損失防止改修住宅の減額～ 

減額される期間・額は？ 

減額の対象となる住宅は？ 

減額を受けるための手続きは？ 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/20080724-1.pdf

